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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２５年１月３１日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                         委   員  庄 司 邦 昭 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 乗組員死亡 

発生日時 不明（平成２４年９月２４日 ０９時３０分ごろ～１１時００分ごろ

の間） 

発生場所 熊本県天草市御所浦
ご し ょ う ら

島南岸 

 天草市所在の御所浦港本郷北防波堤灯台から真方位１７８°３,３

００ｍ付近 

（概位 北緯３２°１８.７′ 東経１３０°２０.２′） 

事故調査の経過 平成２４年１０月１日、本事故の調査を担当する主管調査官（長崎

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 押船 第十八こがね丸、７０.８７トン 

   １２４６３３、有限会社山口海運 

   ２２.２ｍ×５.５ｍ×２.５ｍ、鋼 

   ディーゼル機関、３６７kＷ、昭和５６年５月 

Ｂ クレーン台船 山
やま

勝
かつ

号、８４６トン  

なし、有限会社山口海運 

５０.００ｍ×１５.００ｍ×３.２５ｍ、鋼 

機関なし、平成元年１２月 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ６２歳 

 五級海技士（航海） 

免 許 年 月 日 昭和４５年１０月２９日 

免 状 交 付 年 月 日 平成２３年４月７日 

免状有効期間満了日 平成２８年６月２５日 

機関長 男性 ６３歳 

 五級海技士（機関）（機関限定） 

免 許 年 月 日 昭和４６年５月１４日 

免 状 交 付 年 月 日 平成２１年４月２８日 

免状有効期間満了日 平成２７年４月２５日 

 死傷者等 死亡 １人（船長） 

 損傷 なし 

 事故の経過 Ａ船は、船長及び機関長ほか２人が乗り組み、Ｂ船と押船列（以下

「Ａ船押船列」という。）を構成し、平成２４年９月２４日０９時３
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０分ごろ御所浦島南岸の採石場の石材積出し岸壁（以下「石材岸壁」

という。）に着岸したのち、機関長がＢ船船首甲板に設置されたクレ

ーンを操縦して船倉に石材約６００ｍ3 を積み込む荷役作業を開始し

た。 

機関員及び甲板員は、石材岸壁に着岸する際、機関員が船首配置に

甲板員が船尾配置にそれぞれ就き、機関員が船尾でスパッド（船体を

固定するための鉄製角柱）２本の操作を行う甲板員に合図を送ってス

パッドを降下させ、船首の係船索を取ったのち、機関員及び甲板員

が、Ｂ船ハウス直下の発電機室において、甲板散水用ポンプの開放掃

除を行っていたが、発電機の騒音で外部からの音が聞こえにくい状況

であった。 

機関長は、１１時００分ごろ荷役作業が終了した際、船長が、クレ

ーン旋回径の立入り禁止区域内において、船倉コーミング付近の船体

中央やや左舷寄りの甲板上に正座した状態から頭を右舷側にして仰向

けで倒れているのを発見した。 

 機関員は、１１９番通報して救助を依頼し、船長は、来援した救助

艇により病院に搬送され、死亡が確認された。 

 船長の死因は、右第５～１１及び左第３～１２肋骨骨折、脊椎及び

腹壁損傷、両側血気胸、皮下気腫、後腹膜血腫等の外部からの圧迫に

伴う外傷性ショック死であった。 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風 なし、視界 良好 

海象：海上 平穏 

 その他の事項  Ｂ船は、船首から順にクレーン、船倉及びハウスで構成され、‘ク

レーン後部に付設されていたカウンターウエイト’（以下「クレーン

ウエイト」という。）が縦約５０㎝、甲板から下端までの高さが約１

１０㎝、船倉コーミング船首壁面の甲板から上端までの高さが約１０

７㎝であり、クレーンが船首方に向いてクレーンウエイトが船尾方に

旋回した際、同ウエイトと船倉コーミング船首壁面との最小隙間が約

１０㎝であった。 

船長は、Ａ船押船列の安全管理者であり、ふだん、荷役作業中、作

業全体にわたって安全確認等を行っていた。 

船長の胸部及び腹部の負傷箇所は、クレーンウエイトの甲板上から

の高さに一致していた。 

 機関長は、クレーンの操縦を担当し、石材岸壁着岸前からクレーン

の操縦席に入るようにしており、荷役作業中、クレーン操縦席から前

方及び右側面以外の左側面から後方にかけての視界が全て死角とな

り、また、外部からの音がクレーンの機関音で聞き取りにくい状況で

あった。 

 機関長は、船長が、ふだん、乗組員に対し、クレーン使用中には、

クレーン旋回径の立入り禁止区域内に入らないよう指導していたこと
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から、クレーン使用中の同区域内に船長が立ち入ることはないものと

思っていた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

船長の死因は、外傷性ショック死であった。 

Ａ船押船列は、０９時３０分ごろ御所浦島南岸の石材岸壁に着岸

し、Ｂ船のクレーンを使用して荷役作業を行ったのち、１１時００分

ごろＢ船のクレーン旋回径の立入り禁止区域に倒れている船長が発見

されたことから、この間において、船長が、Ｂ船のクレーン旋回径の

立入り禁止区域内に入り、胸部及び腹部をクレーンウエイトと船倉コ

ーミングとの間に挟まれたことから、死亡したものと考えられるが、

目撃者がいないことから、船長が、Ｂ船のクレーン旋回径の立入り禁

止区域内に入り、胸部及び腹部をクレーンウエイトと船倉コーミング

との間に挟まれた状況を明らかにすることはできなかった。 

原因  本事故は、Ａ船押船列が、御所浦島南岸で荷役作業中、船長が、Ｂ

船のクレーン旋回径の立入り禁止区域内に入り、クレーンウエイトと

船倉コーミングとに胸部及び腹部を挟まれたため、発生したものと考

えられる。 

参考 船舶所有者は、本事故後、Ｂ船のクレーン旋回径の立入り禁止区域

を示す高さ約８０㎝のハンドレールを１段かさ上げして高さ約１１０

㎝とした上、同区域への立ち入りを禁止する看板を更新するととも

に、増設した。 

今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・クレーンの旋回径の立入り禁止区域内に進入する必要が生じた場

合は、クレーンの使用を中止すること。 

 




